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I 序

英国史研究において， 17世紀ほど多くの議論が行なわれている時代は

ないだろう。言うまでもなくそれは，いわゆる「ピューリタン革命」「王

政復古」「名誉革命」という一連の事件のためである。これらの事件は，

近年一括して「イギリス草命」と呼ばれ，「フランス革命」と比肩する意

義つ・itがなされることも少なくない。このイギリス革命をどのように理

解するかをめぐっての史観の対立が明確な点も， 17世紀英国史研究の特

徴と言える？

このような研究史の中で，東インド会社(2）史研究は未だその正当な位

置づけをされていないように思われる。一方で「ヨーロッパ最大の財源？

として英国の経済・社会における重要性を指摘されながら，革命との関

係が充分に研究されていない。草命の様々な要因と，会社はどのように

関わっていたのか。革命の結果が会社内運営にどのような変化をもたら

したのか。これらの問題が，近年の英国史学の発展をふまえた上で，実

証的に検討されなければならない。

英国内東インド会社は， 1600年に女王エリザベス I世から東インドと

の通商独占の特許状charterを受け， 1833年内東インド会社特許状法及

び1858年のインド統治改善法によってその実権を失うまで， 2世紀半の

歴史をもっ。この会社史の連続性を英国社会そのものが革命によって経

験した非連続性の中に位置づけることに，困難を感ずる者も多いかも知

れない。しかし， 1950年以降の草命史研究の成果に配慮しつつ会社の史
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料を検討するとき，革命に至るまでの社会全体の動きと会社の活動との

関連が明らかになってくる。

本稿では，まず，これまでの東インド会社史研究が前提としていた17

世紀英国史理解の視点を明らかにし，これを近年の歴史学の成果で補う

作業をする。次いで，日本とも関連の深い第8次束インド航海の記録的

中からいくつかの出来事をとり上げ， 17世紀初頭町英国史の中における

東インド会社の位置を再検討してみたい。

この第8次航海の記録として， 3種類の史料が残っている。本論に入

る前に紹介しτおく。

1 ｝旧インド省図書館TheIndian Office Library （現在は大英図書館

The British Libraryの管轄下にある）所蔵の， 135枚からなる船団司

令官ジョン・セーリスJohnSarisの航海日誌（海事記録第14Marine 

Records XIV )"1一一この一部は， 1900年にアーネスト・サトウ卿 Sir

Ernest M. Satowによって校注を加えられ，出版されている？その中

の序説によると，この海事記録に収められた日誌は航海中に書かれた

原本ではなしその写しであると考えられる。

2 ）司令官セ リスが，当時の大法官LordChancellorであったフラ

ンシス・ベーコン卿SirFrancis Baconに献上した航海日誌の清書本

この原物は東京の東洋文庫が所蔵している？サトウの編集した出

版物が主に航海の中頃（つまりパンタムBantamから日本までの部分）

を扱っているので，第B次航海の全容を知るうえで，この東洋文庫版

が便利である。

3 ）旅行記作家サムエル・パーチャスSamuelPurchasが，会社の初

代史料編纂担当官リチヤード・ハクルート RichardHakluytから引き

継いだ史料から多くを引用して著した『旅行記~I 航海日誌の原本

にもとづいたと考えられるが，パーチャスによる誇張などが多く，単

独で史料として用いることはできない。しかし，散失してしまった史

料からの引用も多〈，不可欠な情報源である。
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これらに加え，当時の東インド会社役員会の議事録証どの周辺史料があ

る。幸いこれらは，サトウによる校注本の序説ωの中に多〈紹介されてい

る。ここには，インド省官吏でありかつ会社史研究の第一人者であるウ

ィリアム・ 7ォレスタ－William Foresterが原史料から写し取ったメモ

が多く挿入されており，史料としても利用できる。プラット pPrattに

よる日本関係史料集は？｝フォレスターによる抜粋との比較検討の際に役

立つ。日本との関係で最重要な史料は，この第8次航海によって平戸に

設置されたイギリス商館の責任者であったリチヤード・コックス Richard

Cocksによる日誌側である。

II 17世紀英国史研究の動向

まず，これまで多くの東インド会社史研究が前提としてきた，クリスト

7ァー ヒルChristopherHillの立場を明らかにしておきたい。ヒルは，

彼以前向革命史研究の二大潮流であった，いわゆるトーリ一史観叫とウィ

ッグ史観ωへの批判者として登場した。両者向立場を，ヒノレは次のように

要約する。

トーリ一史観によると，「チャーノレズI世とその助言者たちは，実際に，

勃興しつつある少数の資本家階級が一般大衆を経済的に搾取するのを防

ごうとしていたのであり，そして，チャーノレズの直面した反対は〔，〕自

分たちの利害が政治上は下院に，宗教上は清教徒主義に一致すると思っ

ていたこれらの実業家たち？であった，ということになる。他方，ウイ

y グ史観からすると，「議会軍は，個人の自由とその法的諸権利のために

専制的な政府に対して戦った？のである。これらに対して，ヒルは，二

つの史観はともに革命を「現象面の背後にまで立ち入って考察しようと

しない？と不満を示す。彼は表面的な対立の背後にある経済的利害に目

を向け，階級の闘いとしてのイギリス革命理解闘を主張するのである。

この際彼が，新興階級の成長を示す実証研究として依拠したのは，R H. 

トーニ－Richard H. Tawneyの業績であった？トーニーは言う：
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事態はまったく明かであった。名門旧家は私的者修と政治的愚行によ

って滅び，ヨ－？ンの地位は16世紀末に長期借地契約の満了とともに

かたむき，国王の収入と権威は主領地の減少とともに失われ，これら

の減収分をあわせうけついだジエントリの財産のみが増大して，その

総収入は＇ 1600年においでさえ，貴族，司祭，面IJ司祭， f曽会，および

富裕なヨーマンの全部をあわせた収入の約3倍といわれ，しかもひき

つづき，農民，貴族，教会，国王の手からすべりおちてくる所領をジ

エントりが手中におさめてゆく こういう動向とそれのもたらす諸

結呆は，誰の目にも明らかであった？

この新興階級たるジエントリの全盛期として17世紀をとらえる見方が，

1940年代を支配する。そしてこの見方と革命史の接点を掴んだヒノレの立

場も，イギリス革命理解の中心的位置づけを与えられる。「寄生的な封建

的土地所有者」である国王派と「資本主義的な商人と農業経営者Jから

なる議会派の階級対立としてイギリス革命の過程をとらえようとする康

史観である。

このような革命史研究の影響の下で東インド会社の性格を探ろうとす

るとき，当然の帰結として，会社が国王派であったのかそれとも議会派

であったのか，という問題のたてかたがなされる。大塚久雄の『株式会

社発生史論』における英国の束インド会社の扱い聞は，この観点からとら

えるならば，会社形態の発展過程の中で束インド会社がどのように国王

派的なものから議会派的なものへと移行したかを明らかにし，かつ，そ

の移行が経済的合理化といかに歩調を合わせていたかを実証した研究，

ということができる。西村孝夫の rイギリス東インド会社史論？の問題

意識は，大塚のものを踏襲している。海外の研究に目を向けてみると，

サザランドωのものが重要であろう。ここでは，国家への依存関係を中心

に17世紀の会社内状況をとらえている。

1950年代になると，実証・理論の両面から批判があがり，ヒノレとトー

ニーの時代は終わる。英国内ベニントン，プラントンまた米図的キーラ
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ーは．「長期議会」の議員一人一人についての伝記的研究を行なった？こ

れにより，「長期議会」構成員の国王派議会派の別は階級的な対立にも

とづくものではなし「地方と家族の諸関係」こそが重要な要素であった

ことが発見された？ジエントリの時代として17世紀をとらえたトーニー

に対しては， トレヴァ＝ロウパーR.H. Trevor-Roperが登場する。彼は

「貴族とジエントリは異なったレベルで，同じ問題，同じ野望，同じ因襲，

同じ好みをもっていた。彼らはともに領主であった。……両者の差異は，

呼称、と法律上の権利の差異であり，心的習慣の差異でも経済的実践の差

異でもなかった。したがって，そこになんらかの差異があると考え，そ

れゆえに貴族は没落し，ジエントリは勃興したという理論は，明らかに

支持しがたい？とする。そして，トーニ のものに代わる新しい視点と

して，「私は，テューダー・スチュアート期土地所有者階層を区別するう

えに意味あるものとして『宮廷」 courtに対する＇ J也方」 country，〔すなわ

ち〕官職保有者office-holderlこ対する単なる地主merelandholderの区

別を提唱したい？と言う。

その後トレヴァ＝ロウパーは，彼の理論を発展させ， 17世紀ヨーロ y

パに起こった様々な社会変革の動きを「全般的危機 GeneralCrisis」と

とらえる。それによると，この時期にヨーロ yパ君主制の構造上向弱点

が露呈する。宮廷が肥大化し多くの官僚をかかえるようになる一方，そ

の経費を官費によってではなしその官僚が支配権を与えられた地方や

組織から搾取する権利を付与することによってまかなうωような「ルネサ

ンス国家」の構造が，くずれるのである。この時代，「寄生的な官僚制J

は，国民の生活の場である「社会」からの支持を失うことになる。

トレヴァ＝ロウパーの「宮廷」対「地方」もしくは「国家」対「社会？

という両極概念で17世紀をとらえようとする観点は，有効なものと思わ

れる。 革命期の地方史研究に焦点を合わせた「州共同体学派 County

Community School J の諸成果ωも，このトレウ。ァ＝ロウパーの問題意識

を継承したものととらえることもできょう。本稿も，彼の問題意識を継
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承しつつ， 17世紀の貿易活動や商業組織に目を向けてみたいと思う。「ル

ネサンス国家」の中に誕生した東インド会社が，その内部に，どのよう

な利害関係の絡み合いを持っていたのか，史料に照らして明らかにした

し、。

III 第B次東インド航海

まず，この航海の船団司令官ChiefCommanderジョン・セーリスの

出自をたどってみる。大英博物館所蔵のハーレイアン文書中に，セーリ

ス家の系譜がある？それによると，曾祖父ハンフリーはヨークの人であ

る。祖父エドモンドはヨーク出身の妻を要ったが，彼はサセックス州の

ホーシャムに埋葬されている。父トマスはロンドンに住み，妻が二人あ

った。先妻の末男として生まれたのがジョンである。祖父の代からロン

ドンに移り住んだ一家のようである。後に見るようにジョンは若くして

束インド商人たちの中で重要な地位を占めていたことを考え合わせると，

父はロンドンの中て相当な立場を持っていたと推測される。いわゆる新興

の商人階層の人聞としてジョンを位置づけることができる。しかも彼は，

東インド会社における地位という，一種の官職を手にした者だった。

ジョン・セーリスは，へンリー・ミドルトンHenryMiddletonを司令

官とする第 2次束インド航海（1604年発）にも参加している。この航海で

は，ジャワ島北西端の古都パンタム Bantam/Bantenに何人かの商館員

factorたちが残され，セーリスもその中にいる。当時この町は，パンタ

ム王国の首都として栄えていた。オランダはスノレタンとの協定の下，

1596年にここに商館を設置している？イギリスも1602年に商館factory

を聞いた，と伝えられる？彼は1608年に商館長となり， 1609年に帰国す

る。 1621年に発表された東インド会社の内規Lawsor Standing Orders 

によると，パンクムは，今日の東南アジア及び日本・中国を含む海域の

商業上の拠点とされ，インド西岸のスラート Suratと並び交易の監督権

をもっていた~· 1608年といえども，セーリスの責任は大討論ったと思わ
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れる。また彼は，パンタム滞在中に東方貿易に関する観察を残しており，

東インド交易上少なからぬ貢献をしている。

ところで，セーリスの前任のパンタム商館長はがプリエjレ・タワーソ

ンGabrielTowersonである。彼は，第8次航海にも参加し，船団中の

1隻の船長を務めている。下に述べるミドノレトンとの再会からも明らか

なように，東インド貿易に直接携わった商人の数はあまり多くはなかった。

きて，第8次東インド航海は1611年4月18日に出発した。クロープ号

The Clove，ヘクタ一号TheHector，トマス号TheThomasの3隻か

らなる船団であった。セーリスが船長を兼ねていたクロープ号が日本を

経て最も遅れて帰国するのは， 1614年9月27日である。本稿では，この

航海に関する 2つの出来事を以下に紹介したい。まず，へンリー・ミド

ルトンとの間に起こった事件をとり上げる。

セーリスらの航海の第lの目的は，インド西岸の都市スラートにおけ

る交易であった。日本との通商を聞くことは第二義的関心と言える。出

帆に際し会社がセーリスに授けた委任状Commissionに，次のようにあ

る：

スラートにおいて，以前の航海によって残された在庫品や今航海の積

荷の売却によって，英国の市場に適する荷が充分得られたなら，三隻

ともそのまま英国に帰還することができる？

先に述べたように，スラートは初期束インド貿易の2大中心地ωの1つで

ある。ここに至るまでの寄港先として会社が指定していたのは，紅海・

アデン湾の出口に浮かぶソコトラ島Socotora/Suqutraであった。モン

スーンの影響でスラートに向かえない場合には，ここを拠点にアデン

Adeはいしモカ Mochaと交易をL，時期を待つよう指示されている？

ソコトラ島でセーリスは， 1610年に出帆した第6次航海の船団長へン

リー・ミドルトンが残した手紙を受けとる。紅海，特にモカの人々は西

洋人クリスチャンに対して敵意を持っているので，交易を試みないよう

に，との内容であった？しかしセーリスは委任状に従って，モ力との交
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易をしつつ次のモンスーンを待つこととし，関係の改善に努める。だが，

モカて酔被った損害を取りもどそうと， ミドルトンが紅海に帰ってくる。

彼は，この地に向かうインド商人の積荷を力づくで自分たちの積荷と交

換させることにより，自らの航海の目的を達成させ，かつモカへの報復

とするつもりでいた。セーリスの船団もこの計画にまきこまれてしまい，

まとまりかけていたモカでの藍の取引は不成功に終わる。この件につき，

セーリスはミドルトンに対L，平和裡にできるはずの取引を破壊された

として弁償を要求する？両者がイギリス商人として共通の利益を目指し

ていたのではなし対立する利害を担っていたことがわかる。対立はさ

らに深まる。ミドノレトンは，セーリスと共に行なったインド商品掌捕に

おいて，キャリコを独占しようとしたのである。セーリスにとってもキ

ャリコこそが最重要な交易品であったことは，委任状第19項に明らかで

ある：

会社役員会は，スラートでの投資品目に次のものが含まれるよう望む。

すなわち．最上質の藍，平らなもの丸いものを関わず；良質キャリス

白地でふさのついた束，粗製キャリコ，淡紅色・淡青色・淡黄色町キ

ャリコ，暗い色や組製品は不要・・…？

ミドノレトンもキャリコに対して同様な関心を持っていたにちがいない。

サトウはミドルトンの態度について「その理由というのは，もしキャリ

コを掌摘したらセーリスが東洋におけるミドルトンの市場を奪うことが

できるだろう， との考え？からて・あったと解釈している。

このイギリス船団同志の聞に起こる対立が，後に言及する「｛固別企業」

separate joint stock 制度下の東インド会社が苧む最大の問題なのであ

る。そしてここに反映される利害が，会社の中枢に関わる一部の人達の

ものであり国民的なものでないことは，後に明らかにされる。

次に取り上げる事柄は，クロープ号帰国直後の出来事てーあるヴこれも

初期の会社の背後にある利害関係をよく示している。セーリスが到着し

たのはデボン州の港町プリマスであった。クロープ号はこの港に 2ヶ月
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近〈停め置かれ，セーリス以下乗員の下船上陸は一切許きれなかった。

航海中セーリスが船員を虐待した，という嫌疑をかけられたことにもよ

るが，最大の理由は，セーリスが大がかりな私貿易を営んでいたらしい，

という会社側の疑念てりある？

私貿易が会社に様々な不利益をもたらすことは明白なのにもかかわら

ず， 1614年当時にはかなり容認されていた。この実態は，第1次航海船

団司令官への委任状とセーリスへの委任状における私貿易を禁ずる項目

の内容を比較することで，はっきりする。 1600/01年2月10日の会社議事

録に？第 1次航海への委任状の内容がうかがえる：

当航海のための全ての金銭・商品・食料及ぴ返り荷としての全ての商

品・金銭・賞金属は，当投機における唯一の共同の資産として管理運

用されることとする。いかなる個人によっても売買交換が行なわれて

はならない・・－－。このような個人による売買を防ぐため，本項に抵触

する可能性のある全ての箱・入れ物・本 ・・を検査することを命ずる。

と厳しく私貿易は禁止されている。これに対L第8次航海の委任状の第

27項ωは：

船長 商人・船員は，今航海において各自に割り当てられた箱の範囲

を越えて個人貿易を行なってはならない。

とし，私貿易が許容されるようになってきている。

この件に関してのセーリスと役員会のやりとりは興味深い。セーリス

はまず，本件は私貿易ではなく認可されたものであると主張する。「財政

理事ソーノレズベリー閣下」が「新株式取引所の中に彼自身の小店をもち，

会社により束インドの商品を供給さるべきことを望み，総裁はみずから

これに効果を与えJていることを指摘し，自分は依託を受けたと言うの

である。記録によると「この説明はまったく満足なものとして承認され

た？ょうである。しかし，その後何度もこの間題は再燃する。注目すべ

きは，そこでの議論はみな，彼が私貿易を行なったという事実を糾弾す

ることからは程遠い所て
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セーリスの私貿易に関する議論がもちあがり，中には「その他の私人

も以前同じことをやったことがある」旨を主張するものもいた。－

結局， 7人からなる委員会が任命され，セ リスの委任状を調査し，

どの程度に彼が私貿易を禁ぜられていたかを確かめること…ーとし

た？

そしてこの問題の最終的な決着は，「彼の私貿易は．理事会がすでに黙

過した他の若干の人々の場合より少額i~＇であるという理由で，同様に不

問に付すという形になったのであった。

N 初期東インド貿易の利害関係

セーリスの航海が1611年に出港し1614年lこ帰港した点に，まず注目す

べきである。なぜなら， 1612/13年を境に東インド会社の資本調達の形が

変わっているからて咽ある？大塚久雄内研究胸にもとづいて，この問題を整

理してみたい。

しかしその前に，初期東インド会杜組織全般に関わる特徴を明らかに

しておく必要があろう。クロムウェルによって行なわれた諸改革以前の

束インド会社は，ジョイント ストック・カムパニー joint-stockcompany 

と呼ばれる組織体である。これは，中世ギノレド的な人的関係の制度であ

るカムパニ 制と，経済活動の拡大化が要求する資本の集中形態として

の会社企業とが結びついたものに他ならなし与しかも，組織の主導権は，

経済上の合理性とは異なる行動原理にもとづく，カムパニー制の機関で

ある総裁や役員会に握られている。会社企業の運営も彼らが肩がわりし

て行なっていることになる。そのため，本来は出資者らの利益に合致す

るように，またそれを唯一の基準として，運営されるべきである集中さ

れた資本は，人的結合の原理に委ねられてしまう。ここに，例えば，私

貿易が容認される余地が出てきてしまう。つまり，私貿易品は，圏内の

市場では会社の商品の競争品に転ずる。会社企業への出資者の利益とは

正面から対立する。それにもかかわらず初期の会社の組織形態において
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は，出資者の利益の極大化を形式的・排他的に目指すよりは，カムパニ

ー制の成員の実質的な利得を容認する方向にむかう可能性が強い。セー

リスの発言の中にソ－｝レズベリー伯の名が上がっていたことを思い出す。

私貿易からの利得にあずかっていたのは，航海に直接参加した者にとど

まらない。むしろ，上は国王から下は一介の船員に至るまで，一連の束

インド貿易関係者は，本来の会社企業活動の外部でーーしかしそれでい

ながらカムパニー制の内部て、 私利を得ることができたのである。

大塚は「外枠たるカムパニ一機関とその内容たる会社企業の機関の矛

盾？を指摘する。その真只中にのみ存在できるのが私貿易なのであった。
＊ιパユー

この点に注目すると，東インド会社への加入を，トレヴァ＝ロウパーの

「官職保有」という概念でとらえることが有効と思われる。

きて，第B次航海をも含め1612/13年以前の束インド会社の組織を，ジ

ョイント・スト y ク・カムパニーとして理解するには， ~IJの意味で困難

がある。 1600年の特許状取得の時点では，カムパニーのメンバー全員が

出資者となった，カムパニー（t;IJと会社企業が人的に重なった組織が意図

されていた。しかし，特許状取得後も出資未払いの者が多く，役員会も

払込みを強制する実力を持っていなかったため，東インド会社は，本来

的形態を整えないままに航海を開始することになる？各航海への出資者

をカムパニーのメンバーから募り，このくり返しとして会社の活動が継

続しでいったのである。原則として，各航海での利ilMJは資本金とともに

分割清算されてしまう。企業はその都度解散していることになる。理論

的に言えば，束インド会社内名の下に行なわれる各航海船固め聞には，

対立する利害があることになる。経済史的には，むしろ，制規組合 regu-

lated companyとみなすべき組織であった？このことを理解してはじめ

て， ミドルトンとセーリスが同じ商品をめぐって競合しなければならな

かった意味が明らかになる。東インド会社がスラート産のキャリコを手

に入れるのではない。ミドノレトン内航海に出資した者とセーリスの航海

に出資した者とは，イギリス国内のキャリコ市場では対立する利害の担
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い手なのである。

この時期の東インド貿易は，国王やカムパニーへの特権的つながりを

持つ者の私的な活動であった。このような人的関係の支配する場ではレ

ッセ・ 7エールは機能しない。「国家」と結ひ’ついた私的利害は，国民的・

「宇土会」的利害と対立することになる。

きて，セーリス帰国後の会祉の議事録には，しかし，このような背景

からは理解できない記事が載っている。彼は役員会において，日本との

交易の可能性について詳しい報告をする。それにもとづき，日本との交

易を開発してゆく方針が決まる。そして次のように決定される：

…・・今や縦帆船団が出発しようとしているのに鑑み，船団を進行させ，

前記各地に向けた商品を積むため滞泊することなしむしろつぎの船

隊と共に他の一隻の帆船を仕立て〔先発の船隊の〕後を追って喜望峰

に行かせ・－－？（傍占：引用者）

つまり，ひきつづく航海とその前の航海との問に協力関係が見られるの

である。

これこそが，セ リスの出航以後に起こった東インド会社の初期の性

格転換の影響，と考えられる。すなわち， 1613年に出航した航海をはじ

めとするその後4回の船団は，カムパニ 全員の出資が求められた lつ

の企業の営みなのであった。「カムパニーの内部においていままで別々に

町固別的企業』 separatejoint-stockを形造っていたいくつかのグループ

のjムパーズが，すべて相集って企業を設立（傍点：原文）？していたの

である。東インド会社が一つの合本企業体joint-stockとしての性格を整

えはじめたことになる。個別航海の頃の会社とは大きく性格の異なる，

近代的な会社企業体へ一歩近づいた組織である。この組織形態の苧む問

題点は既に指摘した。

では，制規組合的色彩の強かった初期の会社組織が合本企業体へと移

行した要因は，何であったのか。大塚も西村も，東インド＝本国聞の取

引が氷続性を帯ぴてきた点，特にスラート商館の設立に注目する？スラ
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ー卜商館は， トマス・ベスト ThomasBestが指揮する第10次航海によ

って1612年に設置された？しかし，商館設置の意図は他の交易地に早く

からあり，また実質上の永続性をもった交易拠点の設置の歴史はもっと

古い。例えば， 1603年までの会社議事録の中には，商館factoryという

語こそ見出せないが， re副 entfactorという表現は既に見られる？ま

た，第 1次航海への委任状にも「その国もしくは土地との交易が頻繁に

なることが予想きれるなら， factorの中から最も若い者を選ぴ・・ー・そ

の土地に住み留るようにし・・？と記されている。セーリス自身が第2

次航海の残した商館員であった。ミドルトンの率いる第6次航海もスラ

ートへの商館設置を試みていることが知られている？第8次航海も日本

に向かう途上パンタムに人を残しており，帰路に積み込む荷を用意させ

ている？東インド＝本国聞の取引の永続性を語るだけでなく，交易地で

の恒常的な商取引発展の意味に注目する必要があるように思われる。

本国における会社企業の当座的性格とは対照的に，交易地では早くか

ら永続的性格を前提とした活動が営まれていた。セ リスのパンタム滞

在に遡るなら，少なくとも10年近〈前からである。この意義を第8次航海

を通して見てみると，次のようになる。セーリスはイギリス国主ジェー

ムズII世からの親書を家康・秀忠に届け，日英交易を認める朱印状を得

る。それにもとづき，平戸にイギリス商館を1613年に設置する。離日に

際し商館長リチヤード・コックスの下に相当額の資産が託きれている？

個別航海の投資額の一部が商館に残ってしまうことになる。次の船団が

到着したとき，商館がそれまでに獲得していた商品・財産をどのように

受け渡すのか，今後の研究課題である。しかし，当座的な個別企業の原

理とは異なる原理が必要とされることは，容易に推測できる。換言すれ

ば，交易地の商館町持っていた利害関係は，本圏内会社の当座的利害や

それに拘束されたかたちでの各船団関の利害とは質を異にしていたと考

えられる。出資者向私的利害関係ではなしイギリス人の経済活動の利

害関係である。この意識は，交易地でのオランダ等との競争を通じて，
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一層強化されたと思われる。国民的・「社会」的利害と言うこともできょ

う。このような本国と交易地の利害や意識のズレが，会社の当座的な性

格の変革に少なからぬ影響を持っていたと予想される。

初期束インド貿易は，新大陸からイギリスへ持ち込まれる銀の再輸出

と引き換えに香料を輸入するもの，と考えられている？イギリスの圏内

産業との関わりで束インド貿易を理解しようとするとき，確かにこの視

点は有効である。だが，この観点からだけでは上に述べたような商館側

的利害の重大性は理解しにくい。最後に東インドにおける交易品につい

て若干のコメントを加えておきたい。

まず，香料はあくまでパンタムを拠点とした交易での商品であって，

スラートにおける交易品ではない。しかもパンタムでの交易は，オラン

ダとの激しい競争のため，容易ではなかった。 1623年以降イギリスは，

この地から完全に撤退することになる？つまり，イギリスの東インドに

おける香料貿易は，実質的にはここで終わる。それにもかかわらずイギ

リスの束インド会社が存続し発展を続ける背景として，インド産綿の役

割が注目されなければならない。綿貿易の中心地はスラートである。そ

の意味で，スラートへの商館設置が決定的重要性を持っている。ムガー

ノレ帝国への初代イギリス公使トマス・ローThomasRoeは，「スラートは
側

全東インド貿易の源てーあり命である」と言う。綿の重要性は早くから認

識されており，セーリスが商館長としてパンタム滞在中に書いた東方貿

易に関する観察闘にも，主な交易品として記されている。さらに，第8次

航海の委任状第19項には次のようにある．

役員会は上乗り Supercargoesに，スラートの先プリア7 ン，パンタム，

パンダ， 7 ラyカに向けし 2隻の船を送る権限を授ける。その際，

そこの市場に過するように，スラートにおいてキャリコや他のインド

製品へ投資すべきこと？

誇張した表現をすれば，綿は東インド貿易において金銀にかわる通貨的

な役割すら担っていたのである。コーカレーの「彼らはイギリスの金銀
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流出という問題を解決するため，自らアジア地域間貿易にのり出した？

という表現も．イギリス商人にとっての綿への関心を語っている。この

綿を媒介として，季節に応じた様々な商品が取引される。本国からの断

続的な航海のための交易基地としてではなく，恒常的でありしかも自発

的な商業活動を，綿を中心に展開していたのがえラートなのである。

交易地の利害関係の様相により厳密な目を向けていくことが，東イン

ド会社史研究にとってのみならず， 17世紀英国史理解の上でも不可欠と

思われる。なぜなら，経済史的には，この時代の発展の一翼を担ってい

たのが東インド貿易でありそのための中心的商品は綿であったからであ

る。また政治史的には，交易地の持っていた利害関係は，イギリス革命

が打ち倒した旧体制の利害とは異なっており，新体制の中に反映してい

る国民的なものにより近いものだったからである。

v まとめ

近年17世紀は，「ルネサンス国家Jと特徴づけられるヨーロッパ君主制

の構造的弱点が露呈し崩壊してゆく時代，と理解されてきている。この

視点からイギリス東インド会社の初期の性格を検討してみると，国民的

利害関心とは無関係に，王権との結びつきによって有利な立場を得た諸

個人が私利を得ている姿を見出すことができる。トレヴァ＝ロウパーの

言う「宮廷」対「地方」もしくは「国家」対「社会」というこ項対立に

おける前者に通ずる，商業活動の一面がここにあらわれている。

しかし，東インド貿易の実態により深い検討を加えてみると，その中

に，このような特権的な人間関係に拘束された商業構造を打ちゃぷる契

機をも見出すことができる。特に，交易地にもうけられた商館の担う利

害関係は，本国の会社が抱く利害関係とは異なっている。両者のズレが

苧んでいる力は，本国の会社の性格転換を推し進めるものだったと思わ

れる。さらに，イギリス革命を実現した力とも親和的と考えられる。

17世紀中葉から後半にかけての束インド会社をめぐる利害の対立は，
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本稿で明らかにした初期の利害の状況から理解されなければならない。

次の機会に詳しく論じたい。
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町TERESTEDPAR百ES町四EEAST町DIATRADE 

IN EARLY 17咽 CENTURY

On the J oumal of the 8th Voyage 

~Summary~ 

T.David Ito 

The血mof this paper IS to investigate soぬr0verlooked complications 

of interested parties泊 theearliest East India Trade.官iemethod of 

analysis is borrowed from吐iemethod used with recent histoncal studies 

in the so-called English Revolution. The application of this method is 

justified by the fact that the London merch皿 t,who orga凶zed也e

merchant思iild,usually called出eLondon East India Company, were 

also出emost influential body m吐国 Revolution.

Christopher Hill’s mterpretation of the English Revolution was 

popular加 thefifties. He saw the Revolution as a class struggle between 

feudal landlord （也eCrown) and modem industrial capitalist （由sParlia-

ment) Some important studi田 ofthe E田tIndia Company follow his 

Marxist interpretat10n. More recent historical scholarship has, however, 

rejected Hill's point of view.官10advocate of也enew reading of 17th 

century history is Trevor-Roper. The century was characterized as the 

era of“自egeneral crisis.”“官官 RenaissanceState，＇’ m田nt白血ngtoo 

large a court bureaucracy became financially bankcrupt and the “nation” 

which had been burdened to m田nt剖nit revolted agamst吐ie“state”

Reports of findings from the study of English local history tend to 

support the theory of Trevor-Roper.τhe mvestlgat10n mto the mterested 

parties of the East India Trade, therefore, is to descnbe the nature of吐国

“Renaissance”element and the development of由e“national”element.
Captain John Saris’journal of the 8th East India Voyage is our m田n
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source of mformation 

The basic structure of血eLondon East India Company was a medi-

eval merchant思Iild.Ensuring profit for each guild member takes priority 

over叩 yother剖mof the orgar世田tion.Private trade could not be con-

trolled on廿閣 8thVoyage. And its competition wi也廿1ecomp肌 y’s
trading goods at也esame market harmed total profit. The loss caused by 

the irrational competition is automatically taken over by the natrnnal 

economy. The record of rivalry of one voyage with another in a trading 

opporturuty also impressed us wi自由edifficulty for national interest to 

be the dominating principle of the East India Trade. 

Trading factones estabhshed at trading posts m the Indies played 

important roles to lead吐1ecomp叩 yto a new stage Facton 田 carriedon 

trade continuously with its capital stock at the posts. Permanent capital 

was required for the growth of business and this need influenced the 

establishment of the perm叩 entjomt-stock system of the comp阻 y.

Nal!onal interest had a better chance to be reflected in the East India 

Trade through也enew comp阻 ysystem, because rationally planned 

trade 1s possible only by established orga凶zation.


